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文化政策の総合的な推進のための機能強化
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地域文化創生本部部制廃止による機動的対応

官(他府省)・民・学・芸で文
化政策を総合推進

省内業務(博物館・芸術教育)
の移管

分野別タテ割りから機能重視
へ

地域文化創生本部の充実

平成30年10月以降現行

※下線の組織については本格移転時（遅くとも平成33年度）に京都

京都への移転を見据え、部制廃止、本省からの業務移管、他省庁からの職員配置等による
組織再編を行い、文化行政の一層の推進（新・文化庁）に向けた機能強化を図る。
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＜ステップ①＞

■ 一部先行移転

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
（2016） （2017） （2018） （2019） （2020） （2021）

２９年度
予算・
機構要求

■本格移転

文化庁移転の進め方

今般の取組は、京都以外の全国各道府県をはじめ、国民の理解を得ながら文化庁の機能の強化を図りつつ、

組織の抜本的改編を行うものであるため、計画的・段階的に進める必要。このため、
（１）京都の官民の協力を得た文化庁の京都移転の具体的メリットを示すことにより、国民の理解を得るため

の先行的取組・本格移転の準備を行うため、２９年度から「一部先行移転の実施」
（２）（１）と並行して、文化芸術基本法を受け、文化庁の機能強化・抜本的な組織改編に係る文部科学省

設置法の改正法案等を30年1月からの通常国会に提出。
業務に一時の停滞もきたさないように配慮しつつ、円滑に移転を実施。

【工程表（案）】

◆機能強化と組織改革の方向性

・ 時代区分を超えた組織編制、分野別の

縦割型から目的に対応した組織編制とし、

政策課題への柔軟かつ機動的な取組みへ

対応、文化財をはじめ文化芸術資源の活

用を促進

・ 関係府省庁、地方公共団体、民間、大学、

文化芸術団体などに広く開かれた総参画

体制により、新たな領域への積極的な対

応を強化

◆本格移転における組織体制の大枠

・ 文化庁・本庁を京都に置く。

・ 本庁に文化庁長官及び次長を置く。

・ 本庁においては、国会対応、外交関係、

関係府省庁との連携調整等に係る政策の

企画立案業務及び東京で行うことが必要

な団体対応等の執行業務を除くすべての

業務を行う。

＜移転により目指す新・文化庁の姿＞

※文化関係独立行政法人について、広報発信・相談機能を置くことを検討

【基本方針】

新・文化庁

～「縦割」を超えた開放的・

機動的な文化政策集団～

○新・文化庁
発足

組織体制、移転場所等の検討

■ 文化庁移転協議会

８月
概要の
とりまとめ

１２月
移転先候補の
絞り込み等

7月
組織の大枠、本格移転
場所、移転時期の決定

新たな文化芸術基本法の施行 ＜ステップ②＞

全面的
な移転
（同時
に国会
対応等
の東京
体制
整備）

京都に「地域文化創生本部」を設置

遅くとも33年
度中を目指す

30年度
予算・
機構要求

文化庁の機能強化・
抜本的な組織改編に係る

設置法改正等

京都府警察本部本館の改修・増築

○職員数は、全体の7割を前
提に、地元の協力も得なが
ら250人程度以上を見込む
○本格移転先を京都府警察
本部本館に決定
（文化的な環境、交通の便、
適正な規模、ICT環境、耐
震性や工期・費用等を総合
的に検討）

○場所：京都市上下水道局旧東山営業所 組織：地元の協力も得て、38人体制を構築
○地域の文化芸術資源の活用による地方創生
○文化財を活かした総合的な観光拠点の形成などのモデル事業等を実施し、政策手法を共同開発


